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会期25日間

月　日 曜日 開始時間 内　　　　容 備　　　　考

9:00 　正副委員長会議　　代表質問受付開始（8:30）

13:00 　総務企画委員会

9:00 　建設市民委員会

13:00 　教育福祉委員会 　 代表質問（大項目）締切（16:00）

17日 土

18日 日
19日 月 一般質問受付開始（8:30）

20日 火 請願・陳情受付締切（正午）
招集告示
議運・全協打合せ（13:00）

9:00 　議会運営委員会

議運終了後 　議会全員協議会

全協終了後   広聴部会              

22日 木
議案、予算書配布(8:30)

代表質問・一般質問締切(11:00)
一般質問最終執行部提出(14:00)

重点事業説明シート、施政方針
配布（8:30)

23日 金 天皇誕生日
24日 土
25日 日
26日 月 次第書打合せ（13:00）

9:00  本会議（開会・提案・予算議案付託)
本会議終了後  予算決算委員会（説明:補正予算）

13:00  予算決算委員会（説明:当初予算歳入・総務企画委員会所管）

9:00  予算決算委員会（説明:建設市民委員会所管)

13:00  予算決算委員会（説明:教育福祉委員会所管）

29日 木 9:00  予算決算委員会（予備日）

3月1日 金 休会

2日 土 〃
3日 日 〃
4日 月 〃 予算質疑、議案質疑、委員会質疑締切（正午）
5日 火 〃 次第書打合せ(13:00)

9:00 　本会議（一般質問）

本会議終了後 　広報部会

7日 木 9:00 　本会議（一般質問）

8日 金 休会 中学校卒業式(午前)

9日 土 〃
10日 日 〃

9:00 　本会議（一般質問・予備日）
本会議終了後   予算決算委員会（質疑：総務企画委員会所管）
委員会終了後 　総務企画委員会

9:00   予算決算委員会（質疑：建設市民委員会所管）

委員会終了後   建設市民委員会

9:00   予算決算委員会（質疑：教育福祉委員会所管） 可茂地域一部事務組合議会(13:30)

委員会終了後   教育福祉委員会

14日 木 9:00   予算決算委員会（討論・採決）　

15日 金 休会 可児川防災等ため池組合議会(9:00)

16日 土 〃

17日 日 〃 　
18日 月 〃
19日 火 〃 討論締切（正午） 議運(予備日)打合せ（13:00）
20日 水 〃 春分の日

21日 木 (9:00) 議会運営委員会(予備日)
議運･次第書打合せ
（13時又は議運終了後）

9:00  本会議（委員長報告・討論・採決・閉会）　　　
本会議終了後  議会運営委員会 高校生議会（14:00）

13日 水

22日 金

※全ての一般質問終了後、議案
質疑及び議案付託を行います。

11日 月

6日 水

27日 火

12日 火

水28日

水21日

令和６年(2024年)第１回可児市議会定例会会期日程

2月15日 木

※執行部の出席が求められるこ
とがあります。16日 金

資料１
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令和６年（2024年）第１回可児市議会定例会提出議案説明書 

 

承認第１号  専決処分の承認を求めることについて 

 

令和５年度可児市一般会計補正予算（第10号）を専決処分したので、その承認を求める

もの。 

 

議案第１号  令和６年度可児市一般会計予算について 

議案第２号  令和６年度可児市国民健康保険事業特別会計予算について 

議案第３号  令和６年度可児市後期高齢者医療特別会計予算について 

議案第４号  令和６年度可児市介護保険特別会計予算について 

議案第５号  令和６年度可児市自家用工業用水道事業特別会計予算について 

議案第６号  令和６年度可児市可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業特別会計予

算について 

議案第７号  令和６年度可児市土田財産区特別会計予算について 

議案第８号  令和６年度可児市北姫財産区特別会計予算について 

議案第９号  令和６年度可児市平牧財産区特別会計予算について 

議案第10号  令和６年度可児市二野財産区特別会計予算について 

議案第11号  令和６年度可児市大森財産区特別会計予算について 

議案第12号  令和６年度可児市水道事業会計予算について 

議案第13号  令和６年度可児市下水道事業会計予算について 

 

議案第14号  令和５年度可児市一般会計補正予算（第11号）について 

議案第15号  令和５年度可児市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

議案第16号  令和５年度可児市可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業特別会計補

正予算（第２号）について 

議案第17号  令和５年度可児市水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

議案第18号  可児市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

(1) 改正趣旨 

医療扶助のオンライン資格確認の運用開始に伴い、保護を受ける外国人の特定健診

情報が医療機関やマイナポータルで閲覧可能となることにより、当該特定健診情報を

社会保険診療報酬支払基金が管理する特定健診等データ収集システムに登録する必要

があるため、当該外国人の健康管理支援事業の実施に関する事務等を個人番号の独自

利用事務とするほか、所要の改正を行うもの。 

(2) 改正内容 

【別表第１の３の項】生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準ずる進学準備給
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付金の支給に関する事務及び被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務を個人

番号を利用する事務に加える。 

【別表第１の６の項、７の項】個人番号を利用する事務から、障がい児の育成に係る

手当等及び心身障がい者の福祉に係る手当等の支給に関する事務であって規則で定

めるものを削る。 

【別表第２の29の項、30の項】同一の実施機関内において特定個人情報を利用するこ

とができる事務から、障がい児の育成に係る手当等及び心身障がい者の福祉に係る

手当等の支給に関する事務であって規則で定めるものを削る。 

(3) 施行日／令和６年４月１日 

 

議案第19号  可児市監査委員条例の一部を改正する条例の制定について 

 

(1) 改正趣旨 

   地方自治法の改正に伴い、改正するもの。 

 (2) 改正内容 

【第３条】地方自治法の条項にずれが生じることに伴い、引用条項を改める。 

(3) 施行日／令和６年４月１日 

 

議案第20号  会計年度任用職員の給与及び費用弁償の見直しに伴う関係条例の整理に関

する条例の制定について 

 

(1) 制定趣旨 

会計年度任用職員の期末手当支給対象の拡大、勤勉手当の支給開始等のため、可児

市会計年度任用職員の給与、勤務条件等に関する条例を改正することに伴い、関係条

例を改正するもの。 

(2) 制定内容 

【第１条】可児市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正 

【第４条】会計年度任用職員の減給の効果の範囲について、時間外勤務に係る報酬

の額を除く規定を削る。 

【第２条】可児市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正 

【第19条】会計年度任用職員に係る規定を追加する。 

【第３条】可児市職員の育児休業等に関する条例の一部改正 

【第７条、第７条の２】期末手当及び勤勉手当の支給に係る規定について、可児市

職員の給与支給に関する条例の適用を受ける職員と可児市会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける職員とを別けて規定する。 

【第４条】可児市職員の給与支給に関する条例の一部改正 

【第１条】会計年度任用職員を除く規定を追加する。 

【第５条】可児市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正 

【第１条】会計年度任用職員に係る規定を追加する。 

【第６条】可児市職員の旅費に関する条例の一部改正 
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【第２条】職員の定義にフルタイム会計年度任用職員に係る規定を追加し、給与条

例の行政職給料表（一）２級以下の職務にあるものとして取り扱う旨を規定す

る。 

【第７条】可児市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正 

【第18条】引用する条例の題名を改める。 

(3) 施行日／令和６年４月１日 

 

議案第21号  可児市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

(1) 改正趣旨 

市外に派遣され災害応急対策等の業務に従事した職員に特殊勤務手当を支給できる

よう改正するもの。 

(2) 改正内容 

【第２条】手当の種類に災害応急対策等派遣手当を加える。 

【新第６条】災害応急対策等派遣手当を支給する業務及び支給額を規定する。 

(3) 施行日／公布の日（令和６年１月１日から適用する。） 

 

議案第22号  可児市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 

 

(1) 改正趣旨 

会計年度任用職員に支給する期末手当の対象範囲の拡大、勤勉手当の支給開始、勤

務条件に関する規定の削除等をするため、可児市会計年度任用職員の給与、勤務条件

等に関する条例の全部を改正するもの。 

(2) 改正内容 

【第２条】会計年度任用職員の給与を規定する。 

【第３条～第７条、第10条～第12条】フルタイム会計年度任用職員の給料及び手当を

規定する。 

【第８条、第９条】フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当を規定す

る。 

【第13条～第21条】パートタイム会計年度任用職員の報酬を規定する。 

【第22条、第23条】パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当を規定す

る。 

【第24条、第25条】パートタイム会計年度任用職員の費用弁償を規定する。 

(3) 施行日／令和６年４月１日 

 

議案第23号  可児市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

(1) 改正趣旨 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国
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民健康保険税の減免に対して令和６年度以降は国の特別調整交付金が交付されなくな

るため、改正するもの。 

(2) 改正内容 

【付則第17条】新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合

等における国民健康保険税の減免に係る規定を削る。 

(3) 施行日／公布の日 

 

議案第24号  可児市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

(1) 改正趣旨 

戸籍法の改正及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴い、

改正するもの。 

(2) 改正内容 

【別表第１項第１号、新第４号】戸籍謄本等交付について、本籍地以外での交付の手

数料に係る規定を追加する。 

【別表第１項新第３号、新第６号】提示することで申請先の行政機関が戸籍電子証明

書を確認できるようになる戸籍（除籍）電子証明書提供用識別符号の発行の手数料

に係る規定を追加する。 

【別表第１項新第７号、新第８号】届書等の書類を画像情報として作成した届書等情

報に係る証明書の交付及び届書等情報の内容の閲覧の手数料に係る規定を追加す

る。 

【別表第13項第９号、備考第３項、備考第７項～第９項】建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規

則の題名の改正に伴い、引用している題名を改める。 

(3) 施行日／令和６年３月１日 

別表第13項及び備考の改正規定は、令和６年４月１日 

 

議案第25号  可児市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子

育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

(1) 改正趣旨 

デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランにおいて、書面掲示等を義務付け

るアナログ規制について見直し等をすることとされたことによる特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の

改正に伴い、改正するもの。 

(2) 改正内容 

【第23条】特定教育・保育施設の運営規程の概要等の重要事項を施設内に書面掲示す

ることに加え、インターネットを通じて公衆の閲覧に供することを義務付ける旨を

規定する。 
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【第62条】シー・ディー・ロム等の特定の記録媒体を、電磁的記録媒体に改める。 

(3) 施行日／公布の日 

       第23条の改正規定は、令和６年４月１日 

 

議案第26号  可児市児童発達支援センター設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

(1) 改正趣旨 

児童福祉法の改正に伴い、改正するもの。 

(2) 改正内容 

【第４条第２号】児童福祉法の条項にずれが生じることに伴い、引用条項を改める。 

(3) 施行日／令和６年４月１日 

 

議案第27号  可児市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

 

(1) 改正趣旨 

デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランにおけるアナログ規制の見直し及

び３年に一度実施される基準見直しによる指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

の改正に伴い、改正するもの。 

(2) 改正内容 

【第１条】 

【第７条】シー・ディー・ロム等の特定の記録媒体を、電磁的記録媒体に改める。 

【第２条】 

【第５条第２項、第６条第３項、第４項】居宅介護支援事業者が介護予防支援の事

業を行う場合の人員に関する基準を規定する。 

【第13条】居宅介護支援事業者が通常の事業の実施地域外において介護予防支援の

事業を行う場合、利用料に加えて交通費の支払いを受けることができる旨を規定

する。 

【第24条第３項】事業所の運営規程の概要等の重要事項を事業所内に書面掲示する

ことに加え、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付ける旨を規定す

る。 

【新第31条第２項第３号、新第33条第３号、新第33条第４号】当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない旨を規定するとともに、身体的拘束等を行う場合の記録

を義務付ける。 

【新第33条第19号】保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員又

は介護支援専門員が、３箇月に１回利用者の居宅を訪問し面接することについ
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て、利用者の同意を得ること等の要件を満たせば、２回に１回はテレビ電話装置

等を活用したモニタリングに代えることができる旨を規定する。 

(3) 施行日／公布の日 

       第２条の規定（令和７年４月１日施行分を除く。）は、令和６年４月１日 

       第２条中第24条第３項の改正規定は、令和７年４月１日 

 

議案第28号  可児市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

(1) 改正趣旨 

介護保険法が改正され、複合型サービスのうち訪問看護及び小規模多機能型居宅介

護の一体的な提供によるサービスが明確化されること等に伴い、改正するもの。 

(2) 改正内容 

【第17条】看護小規模多機能型居宅介護の引用条項を改める。 

【第22条】指定地域密着型サービス事業者のうち看護小規模多機能型居宅介護事業者

について、病床を有する診療所も対象とするよう規定を改める。 

(3) 施行日／令和６年４月１日 

 

議案第29号  可児市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

 

(1) 改正趣旨 

デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランにおけるアナログ規制の見直し及

び３年に一度実施される基準見直しによる指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準の改正に伴い、改正するもの。 

(2) 改正内容 

【第１条】 

【第７条】シー・ディー・ロム等の特定の記録媒体を、電磁的記録媒体に改める。 

【第２条】 

【第５条】介護支援専門員の配置基準を改める。 

【第６条】管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内でなければなら

ない旨の規定を削る。 

【第７条】指定居宅介護支援事業者が、前６箇月に作成した居宅サービス計画にお

ける訪問介護等の各サービスの割合等について、利用者に説明し、理解を得るこ

とを義務付ける規定を、努力義務とする規定に改める。 

【新第16条第３号、新第16条第４号、新第32条第２項第３号】当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない旨を規定するとともに、身体的拘束等を行う場合の記録

を義務付ける。 
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【新第16条第17号】介護支援専門員が１箇月に１回利用者の居宅を訪問し面接する

ことについて、利用者の同意を得ること等の要件を満たせば、２箇月に１回はテ

レビ電話装置等を活用したモニタリングに代えることができる旨を規定する。 

【第25条第３項】事業所の運営規程の概要等の重要事項を事業所内に書面掲示する

ことに加え、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付ける旨を規定す

る。 

【第33条】基準該当居宅介護支援の事業の準用条項を改める。 

(3) 施行日／公布の日 

       第２条の規定（令和７年４月１日施行分を除く。）は、令和６年４月１日 

       第２条中第25条第３項の改正規定は、令和７年４月１日 

 

議案第30号  可児市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

(1) 改正趣旨 

第９期可児市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（３年計画）の策定に伴い、令

和６年度から令和８年度までの保険料について改正するもの。また、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における介護保険料の減免に

対して令和６年度以降は国の特別調整交付金が交付されなくなるため、改正するも

の。 

(2) 改正内容 

【第２条】令和６年度から令和８年度までの第１号被保険者の保険料を改正する。 

【旧付則第７条】新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場

合等における保険料の減免に係る規定を削る。 

【附則第３条】第２条第１号から第３号までに該当する第１号被保険者の保険料の軽

減措置を継続するため、令和６年度から令和８年度までにおける保険料の軽減措置

について規定する。 

(3) 施行日／令和６年４月１日 

       第２条第６号アの改正規定及び付則第７条を削り、付則第８条を付則第７

条とする改正規定は、公布の日 

 

議案第31号  可児市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 

(1) 改正趣旨 

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律により水道法

が改正され、水道整備・管理行政のうち水質又は衛生に関する事務以外のものに関す

る権限が厚生労働大臣から国土交通大臣に移管されることに伴い、改正するもの。 

 

(2) 改正内容 

【第３条第２号、第15条第２項】厚生労働省令を国土交通省令に改める。 

(3) 施行日／令和６年４月１日 
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議案第32号  可児市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 

 

(1) 改正趣旨 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、改正するも

の。 

(2) 改正内容 

【第５条第２項第２号】消防作業従事者等の補償基礎額を引き上げる。 

【別表】非常勤消防団員等の補償基礎額を引き上げる。 

(3) 施行日／令和６年４月１日 

 

議案第33号  教育長の任命について 

 

令和６年３月31日に任期満了となる堀部好彦教育長を引き続き任命することについて、

議会の同意を求めるもの。【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項】 

 

議案第34号  北姫財産区管理委員の選任について 

 

 現委員が令和６年３月31日に任期満了により退任するため、その後任を選任することに

ついて、議会の同意を求めるもの。【可児市北姫財産区管理会条例第３条】 

 

議案第35号  可茂広域公平委員会委員の選任について 

 

令和６年３月31日に任期満了となる現委員の佐橋雅喜さんを引き続き選任することにつ

いて、議会の同意を求めるもの。【地方公務員法第９条の２第２項、可茂広域公平委員会

共同設置規約第４条第１項】 

 

議案第36号  固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

現委員の星野 典さんが逝去されたため、補欠委員を選任することについて、議会の同

意を求めるもの。【地方税法第423条第３項、第４項】 

氏  名 住    所 

佐久間 英明 可児市川合＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

議案第37号  人権擁護委員候補者の推薦について 

 

人権擁護委員の候補者として推薦することについて、議会の意見を求めるもの。【人権

擁護委員法第６条第３項】 
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氏  名 住    所 

奥田 薫 可児市久々利＊＊＊＊＊＊＊＊ 

中島 誠 可児市緑＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

井道 美紀 可児市兼山＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

議案第38号  請負契約の締結について 

 

 可児市学校給食センター空調設備他更新（第２期）工事を請け負わせるもの。【可児市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条】 

（契約方法）事後審査型制限付き一般競争入札 

（契約金額）204,050,000円 

（相 手 方）舘林建設株式会社可茂営業所 所長 今井 修 

（工 期）議決日～令和６年10月４日 

 

議案第39号  市道路線の廃止について 

 

次の路線を廃止するもの。【道路法第10条第３項】 

3052号線 起点／可児市渕之上字西前田  終点／可児市柿田字細池 

3279号線 起点／可児市柿田字池尻  終点／可児市あけち 

3284号線 起点／可児市平貝戸字前田  終点／可児市あけち 

3033号線 起点／可児市あけち  終点／可児市あけち 

3203号線 起点／可児市あけち  終点／可児市あけち 

3274号線 起点／可児市柿田字稲垣  終点／可児市柿田字稲垣 

 

議案第40号  市道路線の認定について 

 

次の路線を認定するもの。【道路法第８条第２項】 

3052号線 起点／可児市あけち  終点／可児市柿田字細池 

3279号線 起点／可児市柿田字池尻  終点／可児市柿田字池尻 

3284号線 起点／可児市平貝戸字前田  終点／可児市あけち 

3301号線 起点／可児市あけち  終点／可児市あけち 

3302号線 起点／可児市あけち  終点／可児市あけち 

6153号線 起点／可児市土田字富士ノ井  終点／可児市土田字富士ノ井 

 

○提出議案数／承認１ 予算17 条例15 人事５ 契約１ その他２ 合計41 
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履歴書／教育長の任命（議案第33号関係） 

 

 

堀部
ほ り べ

 好彦
よしひこ

 さん（63歳） 略歴 

 

平成27年４月から 

平成29年３月まで 可茂教育事務所教育支援課課長 

 

平成29年４月から 

平成31年３月まで 可児市立今渡南小学校校長 

 

平成31年４月から 

令和３年３月まで 可児市立中部中学校校長 

 

令和３年４月から 

現在       可児市教育長 
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履歴書／可茂広域公平委員会委員の選任（議案第35号関係） 

 

 

佐橋
さ ば し

 雅喜
ま さ き

 さん（71歳） 略歴 

 

平成22年４月から 

平成23年３月まで 可児市企画部長 

 

平成23年４月から 

平成27年３月まで 可児市副市長 

 

令和２年４月から 

現在       可茂広域公平委員会委員（１期） 



 

- 12 - 

 

履歴書／固定資産評価審査委員会委員の選任（議案第36号関係） 

 

 

佐久間
さ く ま

 英明
ひであき

 さん（65歳） 略歴 

 

平成29年４月から 

平成31年３月まで 御嵩町会計管理者 
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履歴書／人権擁護委員候補者の推薦（議案第37号関係） 

 

 

奥田
お く だ

 薫
かおり

 さん（63歳） 略歴 

 

平成12年４月から 

平成13年３月まで 中部中学校ＰＴＡ母親代表 

 

 

 

中島
なかしま

 誠
まこと

 さん（60歳） 略歴 

 

平成22年４月から 

平成26年３月まで 帷子地区青少年育成市民会議書記 

 

平成22年４月から 

平成25年３月まで 緑自治会本部役員 

 

平成28年４月から 

令和４年３月まで 緑自治会本部役員 

 

 

 

井道
い ど う

 美紀
み き

 さん（63歳） 略歴 

 

平成16年４月から 

平成18年３月まで 共和中学校ＰＴＡ本部役員 

 

平成30年７月から 

現在       人権擁護委員（２期） 
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廃止路線 

 

 

可 児 御 嵩  

インターチェンジ 市道3274号線 

市道3203号線 市道3033号線 

市道3279号線 市道3052号線 

市道3284号線 

市道路線の廃止 
（位置図） 

議案第39号関係 

一 般 国 道 21号 可 児 御 嵩 バイ パス 
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市道3279号線 

市道3302号線 市道3052号線 

市道3284号線 市道3301号線 

認定路線 

 

 

市道路線の認定 
（位置図・その１） 

議案第40号関係 

可児御嵩 

インターチェンジ 

一 般 国 道 21号 可 児 御 嵩 バイパス 
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市道路線の認定 
（位置図・その２） 

議案第40号関係 

市道6153号線 

可児警察署 

土田交番 

認定路線 
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　【重点方針２】『子どもの笑顔と子育て世代の安心づくり』
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令和６年度 可児市予算の概要 補足資料 

 

高齢者の安気づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 
 高齢者生きがい推進事業(P4 No.2)      ・・・・・・・・・・・・・１ 

 介護人材確保対策事業(P6 No.10)            ・・・・・・・・・・・・・３ 

 介護保険特別会計(P6 No.11)        ・・・・・・・・・・・・・４ 

 

子どもの笑顔と子育て世代の安心づくり・・・・・・・・・・・・・・・・５ 
児童センター管理運営事業(P8 No.16)    ・・・・・・・・・・・・・５ 

小中学校施設大規模改造事業(P8 No.19,P9 No.21)・・・・・・・・・・・５ 

 地域クラブ活動推進事業(P9 No.22)          ・・・・・・・・・・・・・７ 

 私立保育園等保育促進事業(P10 No.29)     ・ ・・・・・・・・・・８ 

商工振興対策経費(住宅新築リフォーム助成金)(P11 No.39,P15 No.49)・・９ 

 家庭相談事業(P12 No.42)                  ・・・・・・・・・・・・・10 

スクールサポート事業(P12 No.43)           ・・・・・・・・・・・・・10 

   

地域・経済の元気づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11  
 可児わくわく Work プロジェクト事業(P15 No.48) ・・・・・・・・・・・11 

 商工振興対策経費(副業人材活用支援事業委託料)(P15 No.49) ・・・・・・11 

 可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業特別会計(P15 No.51) ・・・・12 

 運動公園整備事業(P17 No.60)        ・・・・・・・・・・・・・13 

 

まちの安全づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 
 道路維持事業(P24 No.86)                    ・・・・・・・・・・・・14 

 水道事業会計(P24 No.89)               ・・・・・・・・・・・・15 

 

その他事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 
 防犯カメラ設置工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

河川総務一般経費(排水ポンプ購入費)・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

 脱炭素化推進事業                    ・・・・・・・・・・・・18 

低所得者支援・定額減税補足臨時給付金事業   ・・・・・・・・・・・・19 

 
※()内は予算の概要の対応したページの記載です 

 

資料 3 
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 高齢者の安気づくり  

○高齢者の足を確保 
高齢者生きがい推進事業 

【地域支え合い活動団体及び地区社協への車両無償貸与事業 250 万円】  高齢福祉課 

地域住民に対する移動支援事業の活動を行う団体に対し、市が借り上げた車両を無償貸与し、事

業の継続につなげます。また、地域住民の移動手段を確保することで、移動手段に関する市民の不

安感を軽減します。 

 

１ 概要 

個人ボランティア運転者による地域住民の同行支援、移動支援サービスを実施する地域支え合い

団体及び地区社協に市が車両を無償で貸与し、事業を支援します。 

 

２ 対象団体 

個人ボランティア運転者による地域住民の移動支援や同行支援サービスを実施している地域支

え合い団体及び地区社協（以下「団体等」という。道路運送法第 78 条第２項に規定する自家用有

償旅客運送を行っている団体等を除く。） 

 

３ サービス利用対象者 

自動車の運転免許を保持していない（免許返納者を含む）65 歳以上の高齢者や公共交通利用に

支障がある者（身体状況によりバス停までの自力移動が困難な者など）のうち、次に掲げるいずれ

かに該当する者。ただし、緊急性があると運行主体が判断した場合は、この限りではありません。 

⑴ 要介護者、要支援者、基本チェックリスト該当者 

⑵ 日中において送迎することができる家族等がおらず、日常生活に支障が生じている者 

 

４ 車両の無償貸与要件 

車両の無償貸与を受けることができる団体等は、無償貸与申請時点において次の全ての事項に該

当している必要があります。 

⑴ 規約などにおいて、団体等の活動内容に移動支援サービスが規定されていること 

⑵ 道路運送法における許可又は登録を要しない運送に該当していること 

⑶ 車両の無償貸与後、３年以上の活動計画があること 

⑷ 運転手登録者が４名以上いること 
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⑸ 週５日程度の移動支援サービス実施が可能であること 

⑹ 利用者の自宅を起点とした送迎を行うこと 

⑺ 事故が生じた際は、団体等の責任の下、適切に対応できること 

⑻ 地域交通ネットワークの形成に資する協議会等に、市から参加要請があった場合には協力

すること 

⑼ 無償貸与を受けた車両の適正管理（駐車場の確保、運行記録表作成等）ができること 

  

５ 無償貸与車両 

⑴  市がリース契約を締結した車両を１団体につき１台を無償貸与する。保険料・法定点検等

の整備費用は、市が負担する 

⑵ 車両運行に要するガソリン代、駐車場代等は団体等が負担する 

⑶ 車両リース予算  リース料 170 万円  保険料 80 万円  

 

６ 事業開始時期 

令和６年 10 月頃（見込）   ※ リース車両の納車状況により、変動する可能性あり。  

 

７ その他 

⑴ 当該事業は令和６年度から３年を目安としたモデル事業として実施します 

⑵ モデル事業終了後、その実施結果を検証した上で、車両無償貸与事業の継続の可否等を判断

します 
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○介護人材の確保、定着を支援 
介護人材確保対策事業 243 万円                    介護保険課 

介護保険サービス事業所で働く介護職員等が不足しており、介護の現場では、限られた従事者で

十分な介護ができるよう日々取り組まれています。介護保険サービス事業所で安定したサービス提

供が継続できるよう、事業所での職員確保、定着を図るための事業を実施します。 

  

１ 職員定着支援の取組み  22 万円 

  職場環境改善をテーマとした研修会や、職員交流会により仕事への意欲向上を図る取組み 

 

２ 介護職員初任者研修受講費用助成 48 万円 

   「介護職員初任者研修」を修了後、新たに可児市内の介護保険サービス事業所に就労し、就

労後６月以上経過した人に受講費用を助成 

   ①訪問介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所への就労者:受講費用全額 

   ②上記サービス種別以外への就労者:受講費用の半額 

 

３ 介護職員初任者研修修了者就職奨励金 23 万円 

   過去に「介護職員初任者研修」を修了し、新たに可児市内の介護保険サービス事業所に就労

し、就労後６月以上経過した人に奨励金を支給 

② 訪問介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所への就労者:5 万円 

   ②上記サービス種別以外への就労者:2 万 5 千円 

 

４ 外国人介護人材受入支援補助金 150 万円 

   特定技能及び技能実習（「育成就労」に名称変更予定）の受入れを行う介護保険事業所の運営

法人が、登録支援機関及び監理団体（「監理支援機関」に名称変更予定）へ支払う初期費用の一

部を助成 

助成額:支援計画の作成・提出にかかる費用、入国手続きに要する事務費用等補助対象経費

の 2 分の１の額（上限 一人あたり 15 万円） 
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○社会保障費の確保 
介護保険特別会計 

【介護サービス給付関連費 73 億 2,970 万円】                    介護保険課 

第９期介護保険事業計画に基づき、介護サービスを安定的・継続的に提供するために必要な経費

を支出します。本市の総人口は既に減少に転じていますが、65 歳以上の高齢者数は増加していま

す。さらに、令和４年には 75 歳以上の後期高齢者数が 65～74 歳の前期高齢者数を上回ったこと

から、今後ますます介護サービスの需要が高まることが予想されます。 

本事業予算の約 95％を占める介護サービス給付費負担金（予算額 70 億 70 万円）は、介護保険

サービスの提供に伴う介護報酬で、介護サービス費用の自己負担分（１割～３割）を除いた額を、

国民健康保険団体連合会を通じて介護サービス事業所へ支出しています。高齢化の進展による要介

護認定率の高まりとともに、今後も増加が見込まれます。 

その他、介護サービスを利用して支払った自己負担額が高額になったときに上限額を超えた分を

返還する高額介護サービス費の支給や、非課税世帯の方が施設サービス等を利用する場合に食費・

居住費等の上限額を超えた分を給付する特定入所者介護サービス費の支給等を行います。 
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 子どもの笑顔と子育て世代の安心づくり  

○子どもたちが安心して楽しく過ごすために 
児童センター管理運営事業  

【児童センター（帷子・桜ケ丘）空調設備の新設・更新 3,340 万円】  子育て支援課 

子どもたちが安心して楽しく過ごせるよう、帷子児童センター・桜ケ丘児童センターの遊戯室に、

空調設備を新設します。併せて、帷子児童センターの既設空調設備の老朽化に伴う更新を実施しま

す。 

施工箇所             工事費 

  ・帷子児童センター        ・2,140 万円 

  ・桜ケ丘児童センター       ・1,200 万円 

 

○学校施設の計画的な改修 

小中学校施設大規模改造事業 

【小学校（３校）トイレ改修工事実施設計業務委託料  2,550 万円】 教育総務課 

【中学校（２校）トイレ改修工事実施設計業務委託料  1,850 万円】 教育総務課 

１ 実施設計業務の目的 

経年により老朽化したトイレの環境改善を図ると共に、洋式化やバリアフリー化により利

便性向上を図るよう改修工事を行うため、実施設計業務を委託する。 

２ 主な工事の概要 

・湿式トイレの乾式トイレ化 

・和便器の洋式化 

・バリアフリー化 

３ 工事対象学校と規模 

・広見小学校（校舎 11 箇所、体育館 1 箇所） 

・旭小学校（校舎 11 箇所、体育館 2 箇所） 

・東明小学校（校舎 13 箇所、体育館 2 箇所） 

・東可児中学校（校舎 13 箇所） 

・西可児中学校（校舎 11 箇所、体育館 3 箇所） 

 

 【今渡南小学校トイレ改修工事          1 億 420 万円】 教育総務課 

【春里小学校トイレ改修工事            9,240 万円】 教育総務課 
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【今渡北小学校トイレ改修工事           8,140 万円】 教育総務課 

【蘇南中学校トイレ改修工事            4,500 万円】 教育総務課 

【中部中学校トイレ改修工事 ※２箇年 R6 年度 1 億 4,500 万円 

R7 年度 1 億 4,500 万円 

計  2 億 9,000 万円】 教育総務課 

１ 工事の目的 

経年により老朽化したトイレの環境改善を図ると共に、洋式化やバリアフリー化により利

便性向上を図るよう改修工事を行う。 

２ 主な工事の概要 

・湿式トイレの乾式トイレ化 

・和便器の洋式化 

・バリアフリー化 

３ 工事対象学校と規模 

・今渡南小学校（校舎 6 箇所、体育館１箇所） 

・春里小学校（校舎７箇所、体育館 1 箇所） 

・今渡北小学校（校舎５箇所） 

・蘇南中学校（体育館 2 箇所） 

・中部中学校（校舎 11 箇所、体育館 2 箇所） 

 

【桜ケ丘小学校大規模改造工事 ※２箇年 R6 年度  5 億 2,700 万円 

R7 年度  7 億 9,000 万円 

計  13 億 1,700 万円】 教育総務課 

１ 工事の目的 

  経年により老朽化した学校校舎を、構造体の劣化対策により耐久性を高めるとともにライ

フラインの更新などにより⾧寿命化改良を図るよう改修工事を行う。 

２ 主な工事の概要 

 ・校舎内外部の改修 

 ・躯体の耐久性を高める改修 

 ・省エネルギー化の改修 

   ・電気設備の改修 

・機械設備の改修 
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○生徒がやりたい活動ができる中学生にとって望ましいスポーツ・文化活動

の実施環境の構築 
地域クラブ活動推進事業                 

【地域クラブ活動運営業務委託料 2,700 万円】           文化スポーツ課 

国・県の部活動ガイドラインを踏まえ、休日の学校部活動を地域クラブ活動に移行します。 

市では、現状の学校部活動が抱える課題と休日の地域移行の課題の両方を解決できる体制整備を

進め、「生徒がやりたい活動ができる中学生にとって望ましいスポーツ・文化活動の実施環境の構

築」を行い、「生きる力」の育成を図ります。 

まずは令和６年度に「休日の学校部活動」の指導部分のみを地域クラブ活動へ移行します。 

その後休日における大会参加・監督・施設利用調整などを学校が中心となって、段階的に地域ク

ラブへ移行していきます。 

 

１ 地域移行の受け入れ先 

 休日の活動は、学校から総合型地域スポーツクラブを活用した活動体制になります。 

可児ＵＮＩＣスポーツクラブ（以下「ＵＮＩＣ」という。）内に学校部活動を補完する地域クラブ活

動を設置し、生徒がＵＮＩＣに加入して地域指導者の下に休日の活動を行います。 

 

２ これからの部活動の実施体制 

部としては、一つの部活動・保護者会ですが、平日と休日で違う体制で活動します。 

平日の活動は、これまでと同じく顧問の指導による学校部活動、休日の活動は地域指導者の指導

による地域クラブ活動になります。大会の参加は、原則学校部活動として参加します。 

 

 

 

 

 

３ やりたい活動ができる体制 

 地域クラブ活動では、生徒がやりたい活動ができるように、人数不足で単独校で実施できない場

合は、合同型・オール型によるチーム作りを行います。また、自分の学校にやりたい部活動がない

場合でも他校の地域クラブ活動に加入できるチーム作りを行います。 
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○子どもたちを見守る目を増やすために 
私立保育園等保育促進事業 

【療育支援体制強化事業費補助金 2,500 万円】           保育課 

 障がいがある子どもたちをサポートするために、通常の職員に加えて先生を配置することができ

るよう、補助を行います。 

 

１ 補助事業 

 保育所等の設置者が行う療育支援補助者の配置事業（以下「療育支援補助者配置事業」という。） 

  

２ 補助対象経費 

 療育支援補助者配置事業に要する経費（療育支援加算の額を控除した額） 

 ※療育支援加算・・・障がい児を受け入れている施設で、主任保育士等を補助する者を配置して 

 地域住民等の子どもの療育支援に取り組む場合に加算 

 

３ 基準額 

 特別児童扶養手当支給対象児童の療育支援補助者の人件費一人当たり 18 万 6,700 円／月、そ

れ以外の障がい児（市が認める障がい児を含む）の療育支援補助者の人件費一人当たり 16 万 4,700 

円／月で算出した額から療育支援加算の額を控除した額。 

 

４ 補助金の額 

 補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と基準額とを比較して、少ない

方の額（算出額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。） 
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〇住宅新築リフォーム助成金の見直し（子育て支援対応） 
商工振興対策経費 

【住宅新築リフォーム助成金（子育て支援分） 1,200 万円】       産業振興課 

子育て世帯への生活・定住支援として、住宅新築リフォーム助成金を同居する子どもの人数に応

じて上乗せします。支援により、地域経済の振興及び活性化を図るとともに、子育て世帯の負担を

軽減します。 

 

２ 見直し内容 

 通常算定分（助成率５％・上限 10 万円）に、交付決定者と同一世帯の子ども（妊婦を含む）１

人につき 5 万円を上乗せします（人数上限なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

○子育て支援  
家庭相談事業 

【子育て世帯訪問支援事業委託料 140 万円】               子育て支援課 

家庭環境・状況により家事や子育て等に対し、不安や負担を抱えた子育て家庭や妊産婦・ヤング

ケアラー等がいる家庭に訪問員を派遣し家事支援等を行い、家庭や養育環境を整えることにより、

虐待リスク等の高まりを未然に防ぎます。 

 

○今まで以上に多角的な学校生活支援を 
スクールサポート事業    ２億 1,912 万円            

         学校教育課 

 スクールサポーターや通訳サポーターの配置等といった今までの支援に加え、医療的ケアが可能

な看護師を配置することで、今まで以上に多角的な支援が行えるようにし、子どもたちやご家族の

方の安心につなげます。 

 

１ 概要 

 スクールサポーター、通訳サポーター及び医療的ケア児サポーターの募集を行います。 

 なお、教員免許状を所有していることが望ましいですが、所有していなくとも勤務することがで

きます。 
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 地域・経済の元気づくり  
可児わくわくＷｏｒｋプロジェクト事業                 

【子ども・企業マッチング支援事業 100 万円】              産業振興課 

地域経済・雇用の主力である市内企業が持続的に活力を維持するには、⾧く働いてもらえる人材

を地元から確保することが重要であり、市内で生まれ育つ子ども達に、将来に渡り市内に住み、市

内で働いてもらえるようなマインドを持ってもらうことも重要となります。 

進路を決める高校生世代より前から、市内企業の魅力や市内に住み働くことの大切さを伝える取

り組みとして、小中学生と保護者が一緒に市内企業を訪問し、ワークショップ等を通じて交流でき

るイベントを開催します。 
 

商工振興対策経費                            

【副業人材活用支援事業委託料 300 万円】                 産業振興課 

コロナ禍を経て、新しい働き方として普及している副業・兼業を、物価高騰により厳しい状況に

ある市内中小事業者の課題解決（販路拡大、新商品開発、広報戦略等）に活用します。 

 

１ 概要 

主に都市部の副業人材と市内中小事業者をマッチングするサービスを活用し、市内事業者による

課題解決に向けたプロジェクトと副業人材募集案件の作成支援等を実施します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

○可児御嵩インターチェンジ工業団地開発と企業誘致による地域経済の活性化 
可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業特別会計     ３億 1,780 万円 

企業誘致課 

東海環状自動車道可児御嵩インターチェンジ隣接地において交通利便性を活かした工業団地

開発により、優良企業の誘致を行い、新たな雇用の場の創出と地域経済活性化を図ります。 

令和６年度は、令和５年度に着手した第２工区の造成工事を継続します。また、造成工事が完

了した第１工区に関しては企業誘致を進め企業に分譲していきます。 

 

１ 計画平面図 

 
２ 事業概要 

 ・開発面積:約 17.1ha 

・分譲面積:約 12.5ha（第１工区３区画、第２工区２区画） 

・全体事業費:約 49 億円 

・地方債（内陸工業用地等造成事業）活用 
 

３ 開発スケジュール 

期間:令和２～６年度（５年間） 

・令和２～３年度 詳細設計、用地買収、家屋移転 

・令和２～５年度 埋蔵文化財発掘調査 

・令和３～４年度 アプローチ道路（市道 3042 号線）改良 

・令和４～５年度 第１工区造成、分譲（令和６年７月予定） 

・令和５～６年度 第２工区造成、分譲（令和７年度予定） 

※企業誘致は工事と並行して進め、条件が合えば立地協定締結。 
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○さまざまなスポーツや健康づくりの場となる運動公園の整備 
運動公園整備事業 ６億 121 万円                 文化スポーツ課 

防災拠点の公園として、また、世代を超えて多くの人が集い、スポーツや健康づくりを目的とし

た新たな交流の場として利用できるよう可児市運動公園（坂戸）の整備（令和５年度～令和８年度）

を実施しています。既存のカヤバスタジアムやテニスコート、弓道場などと合わせて、総合的な体

育施設を目指します。 

 

１ 令和６年度整備工事の概要 

人工芝の路盤、防球ネット、フェンス、園路舗装、雨水排水設備（側溝等）、倉庫棟新築、先行取

得用地の買戻し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 完成予想鳥観図 
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 まちの安全づくり  

○市民が安心して暮らせる都市基盤の整備 
 道路維持事業  

【舗装工事費 19,000 万円】                           土木課 

 主要市道及び生活道路を安全に通行できるよう、舗装が劣化した路線の舗装改良工事を行います。 

１ 主要市道の舗装改良 4 路線 約 1,300ｍ １億 1,800 万円 

２ 住宅団地等の生活道路の舗装改良 2 カ所 約 1,300ｍ 5,700 万円 
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③
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水道事業会計 

水道課 

安全・安心な水道水を平常時はもとより、災害時も安定的・効率的に供給することを目指して、

水道施設の耐震化ならびに更新等を実施します。基幹管路の耐震化を優先的に進めながら、被災時

における応急時の飲料水確保を図ります。 

 

１ 基幹管路耐震化事業 

地震によって被災した場合、人々に与える影響が大きい基幹管路（送水管や配水本管）の耐震化

を図る事業です。         

【中区系基幹管路布設替工事 2,266 万円】 

【第 2 低区系基幹管路布設替工事 1,354 万円】 

【低区系基幹管路布設替工事 8,520 万円】 

【基幹管路舗装復旧工事 1,100 万円】 

２ 配水ブロック統廃合事業  

施設の耐震性や将来の維持管理を考慮し、配水池の廃止、ポンプ場の廃止・新設、 管路の布設等

によって、配水ブロックの統合や施設の集約を図り、効率的な配水を行うための事業です。 

【第 2 低区系基幹管路舗装復旧工事 2,718 万円】 

３ 施設更新事業  

ポンプ場などの電気、機械設備を更新基準に基づき更新する事業です。 

【高速回線避雷ユニット更新工事 1,324 万円】 

【市内配水池 UPS 更新工事 431 万円】 

【市内配水池残留塩素計更新工事 880 万円】 

４ 老朽管更新事業  

老朽管路について管路更新を図る事業です。 

【愛岐ケ丘団地配水管布設替実施設計業務委託料 4,803 万円】 

【大森地内配水管布設替工事 800 万円】 

【⾧坂地内配水管布設替工事 2,000 万円】 

【点々舗装本復旧工事 500 万円】 

５ 他事業関連事業 

【可児御嵩インターチェンジ工業団地開発に伴う配水管布設工事 1,500 万円】 
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 その他事業  

〇防犯カメラの設置で安心なまちへ 
防犯カメラ設置工事費 800 万円                都市計画課、管理用地課 

「犯行を行えばカメラに記録される」と感じさせることが抑止につながり、そういった犯罪抑 

止効果があると認識してもらうことで市民の安心感につなげます。 

 

１ 概要 

犯罪抑止を第一の目的に、過去の犯罪の発生状況や地域住民の要望等を踏まえ、女性、子供及

び高齢者に対する犯罪等の防止に配慮した場所に設置する。 

 

２ 令和６年度設置予定箇所 

（1）公園管理事業 400 万円 

・ふるさと川公園 

・鳴子近隣公園          

（2）駅周辺管理運営経費 400 万円 

・可児駅周辺 

・西可児駅周辺 

・日本ライン今渡駅周辺      
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河川総務一般経費  

【排水ポンプシステム（水防）購入費 4,500 万円】                 土木課 

 大雨時における速やかな水防対策を目的に、エンジンと水中ポンプが一体式の「排水ポンプシス

テム」１基を購入します。木曽川水位上昇時の樋管操作により、内水害の発生が毎年危惧される土

田地区での活用を中心に考えておりますが、移動式であり市内各所で活用できます。 

 

１ 排水ポンプシステムの能力等 

・排水能力は、15 ㎥／分であり、一般的なプール（25ｍ×15ｍ、深さ 1ｍ）で考えた場合、２

５分程度でプールの水を全て抜くことができます。 

・3～４名の人員で 30 分程度と速やかな設営が可能となります。 

 
 
 
 

 

運転試験状況 

ポンプ収納状況 
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脱炭素化推進事業 

地球温暖化の要因である温室効果ガスの排出量削減は喫緊の課題であり、世界や国の動きが加速

しています。国は 2050 年までに「温室効果ガス排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラ

ル宣言」をし、脱炭素社会の実現に向けてあらゆる分野でできる限りの取り組みを進めるとしてい

ます。当市においても 2022 年７月に「可児市ゼロ・カーボンシティ宣言」をし、2023 年 7 月に

は「可児市ゼロカーボンシティ推進計画」を策定しました。この計画に基づき、脱炭素化の推進を

積極的に進めていくため、下記の事業に取り組みます。 

 

【公共施設の照明ＬＥＤ化工事費 ６億 60 万円】 

地域協働課、文化スポーツ課、子育て支援課、保育課、 

こども発達支援センターくれよん、土木課、施設住宅課、教育総務課 

公共施設を省エネ化するため、各施設の個別施設計画の照明 LED 化更新時期を前倒しして、積

極的に LED 化を進めます。LED 照明に取り替えることにより、二酸化炭素の排出量や電気代は 1/3

程度に削減できます。 

 

＜令和 6 年度に行う LED 化工事＞ 
    （単位 : 万円） 

内     容 R6 予算額 担当課 

地区センター改修経費 地区センター照明 LED 化工事費 9,000 地域協働課 

児童センター管理運営事業 
帷子児童センター・桜ケ丘児童センター照明 LED 化工

事費 
1,050 子育て支援課 

市立保育園管理運営経費 市立保育園照明 LED 化工事費 4,660 保育課 

児童発達支援事業 こども発達支援センターくれよん照明 LED 化工事費 1,650 
こども発達支援 

センターくれよん 

道路維持事業 道路照明灯 LED 化工事費 20,000 土木課 

市営住宅管理事業 市営瀬田住宅照明灯ＬＥＤ化工事費 130 施設住宅課 

中学校大規模改造事業 中学校校舎照明 LED 化工事費 15,400 教育総務課 

市立幼稚園管理運営経費 瀬田幼稚園照明ＬＥＤ化工事費 1,400 保育課 

文化創造センター維持経費 文化創造センター照明 LED 化工事費 5,800 文化スポーツ課 

体育施設整備事業 

  

ＬＥＤ化調査設計委託料 770 文化スポーツ課 

体育施設照明 LED 化工事費 200 文化スポーツ課 

（予算額 合計） 60,060   
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低所得者支援・定額減税補足臨時給付金事業 ７億 7,500 万円 

       高齢福祉課 

１ 概要 

 物価高騰の負担が大きい低所得世帯への給付と定額減税しきれない方への差額給付を実施しま

す。この事業は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し実施し、事業費は、給付額

や事務委託料など総額７億 7,500 万円を予算計上しています。 

 

２ 対象者と給付額 

＜低所得者への給付＞ 

① 新たに令和６年度住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯（令和５年度に給付の対象とな

った世帯を除く）に対し、一世帯当たり 10 万円を給付します。 

給付総額（見込み）１億円（1,000 世帯分） 

 

② ①の世帯において扶養されている 18 歳以下の児童一人当たり５万円を給付します。 

  給付総額（見込み）2,000 万円（児童 400 人分） 

 

＜定額減税しきれない方への差額給付＞ 

定額減税しきれないと見込まれる所得水準の方に対し、定額減税可能額(※)が令和６年分所得税額

及び個人住民税額を上回る額を給付します。 

給付総額（見込み）６億円（30,000 人分） 

 

 (※)定額減税可能額 

所得税分＝３万円×（本人＋扶養親族数） 

個人住民税分＝１万円×（本人＋扶養親族数） 

 

３ 給付スケジュール 

令和６年度住民税情報を把握後（６月）、給付に向けて準備し、夏から秋にかけて給付を開始する

予定です。 

 

 

 

※予算額に関しては全て千の位で四捨五入してあります。 



令和6年度

可児市の予算

～ に向けて ～

目次
Ｐ1 令和６年度 可児市の予算について

Ｐ3 重点方針 子どもの笑顔と

子育て世代の安心づくり

Ｐ5 重点方針 高齢者の安気づくり

Ｐ6 重点方針 地域・経済の元気づくり

Ｐ7 重点方針 まちの安全づくり

Ｐ8 一般会計 資料編

------------------------------------------

表紙の写真
カニミライブ図書館（令和５年11月開館）



.

将来を担う地域の宝

可児っ子を笑顔に。
まちの将来を担う子どもたちは地域の宝です。子どもたちの笑顔につながる取り組みを行

うため、新たに策定した市政経営計画において、「子どもの笑顔と子育て世代の安心づく

り」を重点方針に位置付け、様々な事業を進めていきます。

また、旧計画からは「高齢者の安気づくり」「地域・経済の元気づくり」「まちの安全づ

くり」の重点方針を継続させ、４つの重点方針のもと、『住みごこち一番・可児 ～すこや

かに、にぎやかに、おだやかに暮らせるまち～』の実現を目指します。

家計への負担が大きい物価高騰への対策を行うと同時に、特産品のブランド化や新工業団

地への企業誘致などによる地域経済の活性化を目指すなど、現在と将来を見据えた事業を進

め、若い世代が可児市に住み続けたくなる、他の地域の人が住んでみたいと感じるような魅

力を創造していきます。

令和６年度 可児市の予算

1

△4億100万円 △ 5.0

会　　　　計 令和６年度 令和５年度
対 前 年 度 比 較

増 減 額 増 減 率(%)

一 般 会 計 349億4000万円

特 別 会 計 202億5560万円 219億30万円 △16億4470万円 △ 7.5

企 業 会 計 76億5300万円 80億5400万円

318億3000万円 31億1000万円 9.8

総　　　　計 628億4860万円 617億8430万円 10億6430万円 1.7

286.0
314.1

334.5 326.8 314.5 315.5
293.8 298.5

318.3
349.4

0

100

200
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400

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（億円） 一般会計 当初予算額の推移



  土田財産区

  北姫財産区

  平牧財産区

  二野財産区

  大森財産区

※ 農業集落排水事業特別会計は令和５年度をもって廃止し、下水道事業会計に統合しました。

増 減 額 増 減 率(%)
会　　　　計 令和６年度 令和５年度

対 前 年 度 比 較

0.2

 国民健康保険事業特別会計 99億100万円 107億2000万円 △ 8億1900万円 △ 7.6

 後期高齢者医療特別会計 18億6200万円 16億5400万円 2億800万円

 介護保険特別会計 79億8970万円 79億7670万円 1300万円 0.2

  保険事業勘定 79億8200万円 79億6900万円 1300万円

12.6

 財産区特別会計 2310万円 5160万円 △ 2850万円 △ 55.2

  介護サービス事業勘定 770万円 770万円 0円

 可児御嵩インターチェンジ工業団地

開発事業特別会計
3億1780万円 11億7300万円 △ 8億5520万円 △ 72.9

0.0

 自家用工業用水道事業特別会計 1億6200万円 1億6200万円 0円 0.0

330万円 330万円 0円 0.0

600万円 580万円 20万円 3.4

520万円 390万円 130万円 33.3

180万円 180万円 0円 0.0

680万円 3680万円 △ 3000万円 △ 81.5

 農業集落排水事業特別会計 － 1億6300万円 △ 1億6300万円 皆減

合　　　　計 279億860万円 299億5430万円 △ 20億4570万円 △ 6.8

 水道事業会計 28億3500万円 32億4900万円 △ 4億1400万円 △ 12.7

 下水道事業会計 48億1800万円 48億500万円 1300万円 0.3

特別会計・企業会計 予算額

2



可児っ子の成長 ×

子どもの笑顔と

子育て世代の安心づくり
重点方針

3

■子育てに関する主な経済的支援
こども福祉医療費助成（4億円）

中学生以下の全ての子どもの医療費を無償化します。令和

７年度の助成対象拡大（高校生世代まで）に向け、準備を進

めます。

児童手当（15億4,100万円）

中学生以下(※)の子どもに対して児童手当を支給します。

※令和６年10月分から対象者・金額等の制度変更有。

第二子以降出産祝金（3,500万円）

第二子以降の子を出産された方に祝金として10万円を支

給します。

高等学校就学準備等支援金（2,790万円）

進学や就職を控えた中学３年生の子どもの保護者等に対し

て子ども１人あたり３万円の支援金を支給します。

インフルエンザ予防接種費助成

（2,390万円）

１歳から中学３年生と高校３年生相当の子どものインフル

エンザ予防接種費用に対して１回あたり2,000円（上限）の

助成を行います。

■ 育児で不安を抱え込まないように

１か月児健康診査助成金（256万円）

出生から１か月を迎えた子の健診費用を助成します。早い

段階から受診することで健康状態を把握でき、子の健康面に

対する不安や困りごとの解消、軽減につなげます。

子育て世帯訪問支援事業（140万円）

家事や子育てなどに対して不安や負担を抱えた子育て家庭

や妊産婦などがいる家庭を訪問し、家庭や養育環境を整える

事業を行います。

子どもとの暮らしが

始まったら

新規

新規

■ 子育て家庭を応援

出産・子育て応援事業（6,782万円）

妊婦や子育て家庭に寄り添い、出産や育児の見通しを立て

るための面談や適宜の情報発信を行い、必要な支援につなぐ

「伴走型相談支援」と、妊娠届出時や出産後に妊産婦に対し

それぞれに５万円分のぎふっこギフトを贈る「経済的支援」

を実施しています。

住宅新築リフォーム助成金

（子育て世帯上乗せ） （1,200万円）

市内事業者を利用して、住宅の新築またはリフォームを行

う子育て世帯に対して、子ども１人につき５万円を通常の補

助金に上乗せして助成します。

■ 赤ちゃんとお母さんが

安心して出会えるように

母子健康教育・診査事業（9,941万円）

健やかな妊娠と出産を迎えるための妊婦健診費の助成など

を行います。

また、妊娠届出時に全ての妊婦に対し保健師や助産師が面

接し、「マイ保健師」を紹介することで、必要な方に妊娠中

の相談や訪問を行い、安心して赤ちゃんを迎えるためのサ

ポートをします。

赤ちゃんがお腹に

いるときから

充実⤴

ぎふっこギフトwebサイト

充実⤴



西側

東側

定住

生まれ育ったこのまちで

住み続けたい

”可” 能性あふれる ”児” のそだつまち 可児 で、

「愛着」と「誇り」を持った可児っ子が育つように

～ マイナス10カ月から つなぐ まなぶ かかわる 子育て ～

■ 働く保護者をしっかりサポート

保育園・幼稚園関連経費（21億8,545万円）

保育園や幼稚園の運営・支援を行いながら、保護者の多様

な保育ニーズに対応します。障がいや発達に問題を抱える子

どもが安心して通園できるよう、加配保育士の配置費用の助

成を拡充するなど、保育の支援体制を強化します。

令和６年４月には、３歳未満児の新たな受入先として「し

あわせいっぱい保育園 今渡」（小規模保育事業所）が開園

する予定です。

保育園や幼稚園

に入ったら

充実⤴

4

■ 友達といっぱい遊んで、

いっぱい勉強できる環境づくり

小中学校施設大規模改造事業

（12億2,150万円）

照明のLED化やトイレの洋式化等の改修、老朽化した建物

の長寿命化など、子どもたちが安全に安心して過ごせる学校

施設の整備・充実を図ります。

建築から40年以上経過した桜ケ丘小学校の長寿命化工事を

令和７年度末完了に向けて実施し、引き続き安心して学校生

活を送れるようにします。また、学校トイレの環境改善のた

め、全学校トイレの洋式化工事を令和８年度末完了に向けて

進めます。

学校生活支援事業（2億9,133万円）

スクールサポーターや通訳サポーターを配置し、小中学校

の児童生徒の学校生活を支援するとともに、スクールカウン

セラーやスクールソーシャルワーカーを充実させ、困りごと

の解消を図ります。また、医療的ケアを必要とする児童のた

め、看護師を新たに配置します。

小学校・中学校

に入ったあとも

充実⤴

充実⤴

■全ての子どもの居場所を
スマイリングルーム増設関連経費

（8,272万円））

不登校児童生徒の支援の場であるスマイリングルームを

新たに老人福祉センター可児川苑内に開設します。子ども

と学校や家庭をつなぐ各種サポーターを増員するととも

に、インターネット上に教室を模したメタバース空間など

を活用し個々のニーズに合わせた不登校支援を行います。

不登校児童生徒の保護者支援

（13万円）

令和５年９月に子育て支援課内に設置した不登校支援室

では、学校とは異なる相談の場として不登校児童生徒の保

護者が抱える悩みなどを受け止めます。また、保護者が講

座や講演に参加して、お互いの悩みを話し合い、情報共有

をするため、保護者交流会を開催します。

新規

新規



高齢者の安気づくり

いつまでも住み慣れた地域で安気に暮らす

重点方針

5

■ 高まる介護サービス需要に対応

介護サービス給付関連費（73億2,970万円）

高齢化とともに介護サービスを必要とする人が増えている

中、介護サービスを安定的・継続的に提供していきます。

介護人材確保対策事業（243万円）

介護職員の確保、定着をはかるため、初任者研修への各種助

成や外国籍の介護職員受け入れに対する助成などを行います。

■ 高齢者の足を確保

移動支援事業に対する車両貸与（250万円）

高齢者の移動支援を行う団体に対し、市が車両を無償貸与

し、事業の継続につなげ、高齢者の移動手段を確保します。

■ いつまでもすこやかに、毎日をおだやかに

高齢者サロン支援・介護予防普及啓発事業（1,997万円）

地域で高齢者サロンを開催している団体に支援を行い、高齢

者の交流の場やふれあいの機会をつくります。また、介護予防

普及啓発事業として、地域センターなどで簡単な体操や脳トレ

などを行う「まちかど運動教室」を開催します。高齢期を健康

で自立した生活を続けられるようにするために、フレイルの予

防につながる取り組みを進めます。

※フレイル：「健康」と「要介護」の中間の段階

新規

新規

まちかど運動教室

フレイル予防のために

出典：「食べて元気にフレイル予防」（厚生労働省）



西側西側

6

DX

職場見学＆ワークショップバスツアー

地域・経済の元気づくり

いきいきと働き暮らせるまちを目指して

重点方針

■ スポーツによる魅力づくり

運動公園整備事業（6億121万円）

市民スポーツの拠点である坂戸地内の可児市運動公園を多く

の人が集う多世代交流の場として、さらに広域的な防災拠点と

して令和8年度の完成に向けて整備します。既存のカヤバスタ

ジアムやテニスコート、弓道場などを含めて、運動公園に行け

ばいろんなスポーツができる総合的な体育施設を目指します。

■ 地域産業の担い手づくり

子ども・企業マッチング支援事業（100万円）

職場見学やワークショップなどの開催により、親子で楽しみ

ながら市内企業を知る機会を提供し、市内企業への若い世代の

就業の促進につなげます。

■ 地域経済の活性化に向けて

工業団地開発事業（2億8,912万円）

可児御嵩インターチェンジ隣接地の工業団地開発において、

第2工区の造成工事を継続します。第１工区に関しては令和６

年度中の分譲に向けて企業誘致を進めます。

今後も企業誘致を積極的に進め、新たな雇用の場を創出し、

地域経済を活性化することで、定住・移住を促進するととも

に、将来的に安定した税収の確保を目指します。

充実⤴

可児市運動公園



西側

まちの安全づくり

安全安心な暮らしを守るために

重点方針

7

■ 災害に強いまちづくりを

防災行政無線デジタル化工事（3億円）

防災行政無線の老朽化に伴い、デジタル化への更新工事を進

め、災害時の情報伝達手段として安定的に利用します。

避難所標識更新・設置工事（720万円）

外国籍の方をはじめとして、誰もが避難所とわかるように、

避難所標識に外国語を掲載したり、絵や図で認識できるようピ

クトグラムを掲載したものに更新します。

■ 市内の道路を安全・快適に

道路舗装工事（1億9,000万円）

団地内などの生活道路を安全に快適に通行できるよう、道路

の舗装改良工事を計画的に進めていきます。

■ いつでも安定した水道水の供給のために

水道施設の耐震化・更新（3億4,605万円）

災害時でも安定した水が供給できるよう、送水管等の耐震化

を図るとともに、将来の維持管理費等を考慮して配水施設の集

約等により、効率的な配水を行います。

■ 誰もが暮らしやすいまちに

多文化共生事業（5,316万円）

多文化共生センターフレビアでは、外国籍市民への日本語学

習支援などを行っています。外国籍市民会議では、外国籍市民

が地域で生活する中での困りごとやニーズを直接聞き取り、共

有し、多文化共生に必要な支援へつなげていきます。

充実⤴

充実⤴

避難所標識（旧）

避難所標識（新）



一 般 会 計

資 料 編
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区　分　

　科　目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

※万円未満を四捨五入しているため、合計・増減額が一致しない場合があります。

市 債 21億7900万円 15億6500万円 6億1400万円 39.2

合　　　　計 349億4000万円 318億3000万円 31億1000万円 9.8

繰 越 金 5億円 5億円 0円 0.0

諸 収 入 11億5180万円 10億2866万円 1億2314万円 12.0

寄 附 金 7億円 3億円 4億円 133.3

繰 入 金 16億4919万円 12億3737万円 4億1183万円 33.3

県 支 出 金 25億1076万円 23億6453万円 1億4623万円 6.2

財 産 収 入 1億1466万円 1億283万円 1183万円 11.5

使 用 料 及 び 手 数 料 3億8421万円 3億7365万円 1057万円 2.8

国 庫 支 出 金 54億3909万円 43億4113万円 10億9795万円 25.3

交通安全対策特別交付金 600万円 800万円 △ 200万円 △ 25.0

分 担 金 及 び 負 担 金 7200万円 9894万円 △ 2694万円 △ 27.2

地 方 特 例 交 付 金 6億700万円 9000万円 5億1700万円 574.4

地 方 交 付 税 27億5000万円 22億円 5億5000万円 25.0

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 1億8000万円 1億8000万円 0円 0.0

環 境 性 能 割 交 付 金 4500万円 4500万円 0円 0.0

法 人 事 業 税 交 付 金 1億6000万円 1億6000万円 0円 0.0

地 方 消 費 税 交 付 金 22億5000万円 21億4000万円 1億1000万円 5.1

配 当 割 交 付 金 5000万円 5000万円 0円 0.0

株式等譲渡所得割交付金 4000万円 4000万円 0円 0.0

地 方 譲 与 税 2億8430万円 2億7990万円 440万円 1.6

利 子 割 交 付 金 400万円 500万円 △ 100万円 △ 20.0

令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度
対 前 年 度 比 較

増 減 額 増 減 率（%）

市 税 138億6300万円 147億2000万円 △ 8億5700万円 △ 5.8

9

一般会計 歳入予算額



西側

東側

どういう名目でいくらお金が

入るのか見てみましょう！

市税

138.6億円

(39.7%)

国庫支出金

54.4億円

(15.6%)

地方交付税

27.5億円

(7.9%)

県支出金

25.1億円

(7.2%)

地方消費税交付金

22.5億円

(6.5%)

市債

21.8億円

(6.2%)

繰入金

16.5億円

(4.7%)

諸収入

11.5億円

(3.3%) その他

31.5億円

(8.9%)

歳入

市税収入が収入全体の39.7％と大部分を占めています。定額減税の実施や固定資産税の評価替え

の年度にあたる影響などもあり、前年度に比べて減少を見込んでいます。

M E M O

主な収入

市 税 ：市内で暮らす人が納める個人市民税、市内に事業所を持つ企業等が納める法人市民税、

市内に土地や家などを所有する人が納める固定資産税などです。

国庫支出金

県支出金

地方交付税 ：日本全国どこで暮らしても同じような行政サービスを受けられるように、可児市民10万人

の生活に必要となる費用と可児市に入るお金を比べて、その不足分を国が補てんしてくれ

るものです。

地方消費税 ：物を買ったときなどに支払う消費税のうち、配分されるお金です。このお金は、幼稚園・

交付金 保育園の無償化等の社会保障費にも一部充てられています。

：国や県が、市の事業へ支援してくれるお金です。

10



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

※万円未満を四捨五入しているため、合計・増減額が一致しない場合があります。

教 育 費 57億1974万円 44億5197万円 12億6777万円 28.5

合　　　　計 349億4000万円 318億3000万円 31億1000万円 9.8

公 債 費 20億3979万円 21億8433万円 △ 1億4454万円 △ 6.6

予 備 費 5000万円 5000万円 0円 0.0

土 木 費 37億7783万円 36億8740万円 9042万円 2.5

消 防 費 14億8034万円 12億71万円 2億7963万円 23.3

農 林 水 産 業 費 6億2039万円 5億1502万円 1億537万円 20.5

商 工 費 7億6359万円 8億6149万円 △ 9790万円 △ 11.4

14億1157万円 11.6

衛 生 費 25億3115万円 25億3514万円 △ 398万円 △ 0.2

労 働 費 1925万円 2040万円 △ 115万円 △ 5.6

対 前 年 度 比 較

増 減 額 増 減 率（%）

議 会 費 2億5565万円 2億5984万円 △ 419万円 △ 1.6

総 務 費 40億8659万円 38億7958万円 2億700万円 5.3

目 的 別 令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度

民 生 費 135億9569万円 121億8412万円

11

一般会計 歳出予算額（目的別）



東側

語句の説明

民 生 費：子どもから高齢者まで、住民の皆さんが安定した生活を送ることができるような福祉にかかる

費用です。

教 育 費：幼稚園や小中学校での教育にかかる費用や、文化創造センター・アーラや体育施設の維持管理

や運営をはじめとした、文化やスポーツなどにかかる費用です。

総 務 費：さまざまな行政サービスを提供できるよう市政運営全般にかかる、諸々の費用です。その中に

は財産管理や税の賦課・徴収、選挙や統計などにかかる費用が含まれます。

土 木 費：道路の舗装や公園の維持管理などインフラの整備にかかる費用です。また、災害に備えて河川

などを改修する費用も含まれます。

何のために使うのか【目的別】に

見てみましょう！

民生費は大切な福祉にかかる費用のため、予算額も一番大きくなっています。特に障がい福祉サービス給

付費や子どもの医療費の助成、また高齢者の介護保険や医療保険の負担などの費用がその多くを占めてい

ます。教育費は、桜ケ丘小学校の大規模改修や小学校トイレの洋式化を進めるため、予算額が大きく増加

しています。

M E M O

民生費

136.0億円

（38.9%）

教育費

57.2億円

（16.4%）

総務費

40.9億円

（11.7%）

土木費

37.8億円

（10.8%）

衛生費

25.3億円

（7.3%）

公債費

20.4億円

(5.8%)

その他

31.9億円

（9.1%）

歳出
（目的別）
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※万円未満を四捨五入しているため、合計・増減額が一致しない場合があります。

  予備費 5000万円 5000万円 0円 0.0

合　　　　計 349億4000万円 318億3000万円 31億1000万円 9.8

  貸付金 1億600万円 1億600万円 0円 0.0

  繰出金 31億6716万円 33億8446万円 △ 2億1730万円 △ 6.4

  積立金 7722万円 5587万円 2134万円 38.2

  投資及び出資金 4億2623万円 4億4717万円 △ 2094万円 △ 4.7

  維持補修費 2億3206万円 2億1770万円 1436万円 6.6

  補助費等 57億3303万円 48億9995万円 8億3307万円 17.0

 その他経費 158億9013万円 146億9175万円 11億9838万円 8.2

  物件費 60億9844万円 55億3060万円 5億6784万円 10.3

 投資的経費 42億9764万円 26億8414万円 16億1350万円 60.1

  普通建設事業費 42億9764万円 26億8414万円 16億1350万円 60.1

  扶助費 73億2804万円 71億4469万円 1億8336万円 2.6

  公債費 20億3979万円 21億8433万円 △ 1億4454万円 △ 6.6

区 分 令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度
対 前 年 度 比 較

増 減 額 増 減 率（%）

 義務的経費 147億5223万円 144億5411万円 2億9812万円 2.1

  人件費 53億8440万円 51億2510万円 2億5931万円 5.1

13

一般会計 歳出予算額（性質別）



東側

どういうことに使うか【性質別】

に見てみましょう！

普通建設事業費は前年度から16億円の増加となっています。これは、可児市運動公園の再整備や公共

施設の照明LED化、桜ケ丘小学校の大規模改修など、施設の長寿命化を含めた将来への積極的な投資

を図るためです。補助費等は低所得者や定額減税の影響を受ける方への給付を新たに行うため前年度

から増加しています。

M E M O

義務的経費

147.5億円

(42.2%)

投資的経費

43.0億円

(12.3%)

その他経費

158.9億円

(45.5%)

扶助費

73.3億円

(21.0%)

人件費

53.8億円

(15.4%)

公債費

20.4億円

(5.8%)普通建設事業費

43.0億円

(12.3%)

物件費

61.0億円

(17.5%)

補助費等

57.3億円

(16.4%)

繰出金

31.7億円

(9.1%)

その他

8.9億円

(2.5%)

歳出
（性質別）
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語句の説明

扶 助 費：子どもから高齢者まで、さまざまな福祉にかかる費用です。病気などで生活に

困っている人を支援する生活保護や保育園への保育費などがあります。

普通建設事業費：道路や公共施設などの整備にかかる費用です。

補 助 費 等：ごみ処理を担う可茂衛生施設利用組合や消防・救急を担う可茂消防事務組合の

負担金、また個人や各種団体に交付する補助金などの費用です。

物 件 費：各種市民サービスに必要となる業務委託料や物品の購入費などの費用です。

義 務 的 経 費 ：人件費や扶助費、公債費といった支出が義務付けられている費用です。減らす

ことが難しいとされる費用です。

投 資 的 経 費 ：普通建設事業費や災害復旧事業費といった施設整備や復旧工事などにかかる費用

です。



将来世代に負担が

掛からないように

市債は可児市の借金にあたるものです。

市債残高は、子育て健康プラザ・マーノの建設

や文化創造センター・アーラの大規模改修など

もあり、令和２年度には約２３０．５億円とな

りましたが、これらの大型事業の終了などもあ

り、令和２年度をピークに減少方向に推移して

います。類似団体（※）と比較すると、人口１

人当たりの市債残高は半分程度となっていま

す。

今後も将来世代への負担が大きくならないよ

うに運営していきます。

可児市 の 借金 と 貯金

借金（市債）について…

お金を借りることができる事業は、道路や施設の整備などに

限られますが、これらは将来にわたって多くの人が使うもの

です。お金を借り分割で支払うことで、将来にわたり広い世

代で負担していくという機能もあります。

M E M O

備えあれば 憂いなし

基金は可児市の貯金にあたるものです。

基金残高は、平成２３年度末では７２．３億

円でしたが、令和５年度末には１９５．２億

円となる見込みで増加傾向にありますが、類

似団体と比較しても、人口１人当たりの基金

残高は同程度で推移しています。

今後も予期せぬ災害や老朽化する公共施設

の更新費用など、市民の皆さんの生活に影響

が出ないようしっかりと備えていきます。

詳しくは 可児市 財政

問合先 ： 可児市役所財政課 ☎62-1111
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1  総括表

備   考

37,392,000 千円 10,000 千円 37,402,000 千円 第１１号

1,654,000 千円 10,000 千円 1,664,000 千円 第１号

1,223,000 千円 △ 36,000 千円 1,187,000 千円 第２号

3,249,000 千円 △ 24,477 千円 3,224,523 千円 第１号

67,630,700 千円 △ 40,477 千円 67,590,223 千円

2  一般会計の主な内容

【歳入】

(1) 地方交付税 211,460 千円
① 普通交付税（再算定後3,356,813千円－9月補正後予算額3,145,353千円）
（臨時経済対策費102,662千円、臨時財政対策債償還基金費101,207千円、調整額7,591千円）

(2) 国庫支出金 △ 99,220 千円

① 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

② 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

③ 児童扶養手当給付負担金

④ 児童手当負担金

⑤ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金

⑥ デジタル田園都市国家構想交付金

⑦ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金

⑧ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

⑨ 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金

⑩ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 (1,276千円)

(2,200千円)

(27,255千円)

(△22,000千円)

(△47,600千円)

(924千円)

(△13,660千円)

(△5,215千円)

(△40,000千円)

(△2,400千円)

資料5

　可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業特別会計

　水道事業会計

総         計

会        計       名 補正前予算額 補正額 補正後予算額

　一 般 会 計  

　後期高齢者医療特別会計

令和 ５ 年度 ３月補正予算の概要 〔第１回市議会定例会（2/27）提出〕

記者発表資料（2/26）
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(3) 県支出金 △ 33,940 千円

① 児童手当負担金

② 地域密着型サービス等整備助成事業費補助金

③ 福祉医療費助成事業事務費補助金

④ 重度心身障がい者医療費補助金

⑤ 乳幼児医療費補助金

⑥ 母子家庭等医療費補助金

⑦ 県議会議員選挙委託金

(4) 財産収入 △ 7,000 千円

① 基金利子

② 土地建物売払収入

(5) 繰入金 40,000 千円

① 財政調整基金繰入金

(6) 市債 △ 101,300 千円

① 臨時財政対策債

【歳出】　　　

(1) 基金積立事業 166,600 千円

・ 基金利子の決算見込みに伴う利子積立金の増額、及び公共施設整備基金へ積み立て（145,600千円）するもの

(2) システム整備経費 △ 20,000 千円

・ キャッシュレス決済端末導入経費及びスマートキー導入経費の入札差金により、減額するもの

(3) 岐阜県議会議員選挙執行経費 △ 18,300 千円

・ 不用額の確定に伴い減額するもの

(4) 高齢者福祉施設整備等事業 7,315 千円

・ 老朽化した地域密着型介護サービス施設の修繕等を行うための高齢者福祉施設等整備費補助金を追加するもの（繰越明許）

(5) 地域生活支援事業 8,000 千円

・ 障がい者生活支援事業を消費税非課税として委託していたが、課税事業であることが判明したため、その税額分等を増額するもの

(1,500千円)

(△18,300千円)

(21,000千円)

(△28,000千円)

(1,500千円)

(10,000千円)

(1,500千円)

(△10,200千円)

(△19,940千円)



(6) 福祉医療助成事業 73,000 千円

・ 福祉医療費助成額が当初見込みより増加したことに伴い、増額するもの

(7) 物価高騰重点支援給付金事業 △ 28,000 千円

・ 給付金の対象者が当初見込みより減少したことに伴い、減額するもの

(8) 児童扶養手当事業 △ 7,200 千円

・ 手当の支給額が当初見込みより減少したことに伴い、減額するもの

(9) 児童手当事業 △ 68,000 千円

・ 手当の支給額が当初見込みより減少したことに伴い、減額するもの

(10) 子育て世帯生活支援特別給付金事業 △ 22,000 千円

・ 給付金の対象者が当初見込みより減少したことに伴い、減額するもの

(11) 予防接種事業 △ 20,000 千円

・ 子宮頸がん予防ワクチンの接種者が見込みよりも減少したことに伴い、減額するもの

(12) 新型コロナウイルスワクチン接種事業 2,200 千円

・ 特例臨時接種に係る経費について、令和6年4月以降支払分が不足するため、補正するもの（繰越明許）

(13) 企業誘致対策経費 △ 24,000 千円

・ 奨励金の対象となる事業所の固定資産が見込みよりも減少したことに伴い、減額するもの

(14) 橋りょう長寿命化事業 △ 9,500 千円

・ 県営橋りょう改修工事の今年度事業量が減少したことに伴い、負担金を減額するもの

(15) 給食センター管理経費 9,500 千円

・ 原油価格高騰等による燃料費及び光熱水費の増加分について、所要の負担をするもの

(16) 公債費（利子） △ 39,615 千円

・ 償還金について、決算見込みにより減額するもの
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【繰越明許費】
（追加）

・ 428,700 千円

☆参考 財政調整基金の状況

8,277,139 千円

40,000 千円

1,225,646 千円

9,462,785 千円 1,185,646 千円

☆参考2 公共施設整備基金の状況

7,261,837 千円

0 千円

1,276,600 千円

8,538,437 千円 1,276,600 千円

3  後期高齢者医療特別会計の主な内容　

【歳入】　　　
(1) 後期高齢者医療保険料 10,000 千円

① 特別徴収保険料

② 普通徴収保険料

【歳出】　　　
(1) 後期高齢者医療広域連合納付金 10,000 千円

① 後期高齢者医療保険料の増額による納付金額の増額

令和５年度 　積立額
利子 22,000千円、9月補正　元金1,000,000千円、1月専決補正　100,000千
円、3月補正　元金145,600千円、利子9,000千円

令和５年度末 現在高見込み 前年度末との差額

(△27,000千円)

(37,000千円)

区　　　　　分 金　　額 備　　考

令和４年度末 現在高

令和５年度 　取崩額

令和５年度 　取崩額
当初予算 980,000千円、6月補正① 4,000千円、6月補正② 70,856千円、6
月補正③ 20,000千円、9月補正 △1,074,856千円、3月補正　40,000千円

令和５年度 　積立額
利子 25,000千円、9月補正　元金1,096,346千円、12月補正①　元金
290,000千円、12月補正②　△97,800千円、12月補正③　△98,700千円、3
月補正　利子10,800千円

令和５年度末 現在高見込み 前年度末との差額

道路維持事業、文化創造センター維持経費　他14件

区　　　　　分 金　　額 備　　考

令和４年度末 現在高



4  可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業特別会計の主な内容　

【歳入】　　　
(1) 国庫支出金 16,600 千円

① 市道改良事業交付金（社会資本整備総合交付金）

(2) 市債 △ 52,600 千円

① 工業団地開発事業債

【歳出】　　　
(1) 工業団地開発事業 △ 26,700 千円

① 配水管布設工事の延期による工事負担金の減額

② 不用額の確定に伴う公有財産購入費の減額

(2) 発掘調査事業 △ 7,000 千円
① 不用額の確定に伴う発掘調査員報酬等の減額

(3) 公債費（利子） △ 2,300 千円

5  水道事業会計の主な内容　

【収入】　　　
(1) 受託工事負担金 △ 25,700 千円

① 可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業特別会計における水道工事負担金の減額に伴い減額するもの

【支出】　　　
(1) 建設改良費 △ 24,477 千円

① 可児御嵩インターチェンジ工業団地開発に伴う配水管布設工事の延期により工事費を減額するもの

資本的収支

(△25,700千円)

(△1,000千円)
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